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司法行政文書の開示についての通知書

2月4日付け（同月8日受付）で申出のありました司法行政文書の開示について、

下記のとおり情報を提供することとしましたので、通知します。

記

1 提供する司法行政文書の情報

「千葉地方裁判所及び管内簡易裁判所の令和4年度における裁判官の配置、裁

判事務の分配及び代理順序、開廷日割並びに司法行政事務の代理順序の定め」の

別表第1及び別表第2 （2月4日現在のもの） （片面で8枚）

2提供の実施方法

写しの送付

(担当）総務課文書係電話043 (333) 5237



【機密性2】

(別表第1）
令和4年度千葉地方裁判所民事部の裁判官の配置及び裁判事務の分配等

合§

50分の20本

全部山
宮

這合謡事件）

.)控解事件

I)医療事故を理庄
倦控翫事件

月

(3)
寺4分、

鐸で子〃、全‘

丑 同じ

部 裁判官の配置 裁判事務の分配及ぴ割合 担当裁判官 開廷日等

民
事
第
部

判事（総）

高取真理子

判事

篠原絵理

判事

首藤晴久

判事補（特） （職代）

古川 翔

(法定合繊事件） ．

(1)控所事件

(2)労働に関する控訴事件(労働災害
に関する控訴事件を除く。 ）

(3)抗告事件（民事保全事件及び民
事執行事件に係る抗告事件を除
く。 ）

(4)除斥事件及び忌避事件

(法定合議事件を除くその余の事件）

(5)第一審訴訟事件（(6)から側まで
の事件を除くその余の訴訟事
件）

(6)交通事故に関する損害賠償事件
及び自動車事故責任保険金事件

(7)手形・小切手に関する事件
(8)国家賠償事件
(9)知的財産権及び不正競争防止法
に関する事件

側大気汚染，水質汚濁，騒音振動
及び通風・日照阻害等の公害，
薬品及び食品等の製造物，航空
機又は船舶に関する損害賠償又
は差止めに関する事件

伽民事調停事件（特定調停事件及
び借地非訟付調停事件を除
く。 ）

⑫共通義務確認訴訟事件

⑬人身保霞事件
側訴えの提起前における証拠収集
処分事件

閲証拠保全事件
㈹共助事件
⑰労働に関する事件（労働災害に
関する事件を除く。 ）

側労働審判事件
側労働仮処分事件

60分の10

全部

4分の1

4分の1

18分の5

18分の5

18分の5

4分の1

4分の1

4分の1

4分の1

4分の1

4分の1

4分の1

4分の1

4分の1

全 部

全 部

全 部

合礒事件

高取

篠原

首藤

古川

単独事件

真
絵
晴

子
理
久
翔

理

高取真理子

篠原絵理

首藤晴久

木
金

水
、
金
・
・月
火



【機密性2】
単独事件

本田

各4分の1 山原佳

宮崎陽

(8)

翫洲州…
(9)

00

伽

⑫
側

側訴えの提起前における証拠収集
処分事件

閲証拠保全事件
、共助事件

伽霊事故を理由とする損害鰭償

判事補

久田皓士
木
水
・
木
火

晃
奈
介一

一

判事補

林 拓也
4分の1

部
4分の1

4分の1

全 部

火・金合議事件

内野俊

吉川昌

川村

高橋静

角田由

(法定合蟻事件）

(1)控訴事件

(2)行政処分の効力等を争点とする
私法上の法律関係に関する控訴
事件

(3)労働災害に関する控訴事件

:|主第一部のI3汲び側と園じ

判事（総）
内野俊夫 夫

寛
理
子
佳

60分の20

全部

民

判事

吉川昌寛 全部

各4分の1

事

判事

川村 理 (法定合繊事件を除くその余の事件）

|:|牙議繍卿州で‘
（9）

}餅細……
00

伽
⑫

側

⑭
鯛訴えの提起前における証拠収集
処分事件

側証拠保全事件
伽共助事件
側行政事件（行政処分の効力等を
争点とする私法上の法律関係に
関する事件を含む。 ）

側労働災害に関する事件
剛独占禁止法に基づく事件（同事
件を本案とする保全事件を含
む。 ）

各18分の4第

判事補（特）
高橋静子 単独事件

内野俊

吉川昌

川村

夫
寛
理 木

水
木
・月

三

各4分の1
ﾛ

判事補（特）

角田由佳
4分の1部

4分の1

4分の1

全 部

全
全
部
部

時随(1)民事保全事件（異議，取消事件
及び旧法事件を含む。ただし，
独占禁止法に基づく事件を本案
とする保全事件及び労働仮処分
事件を除く。 ）

(2)配偶者暴力等に関する保護命令
事件

(3)民事執行事件（旧法事件及び旧
競売法による事件を含む｡)及び
これに付随する雑事件

(4)動産競売開始許可事件
(5)財産開示事件
(6)第三者からの情報取得事件

(1)～(181合蟻事件
全 部中村さとみ

鈴木進介

山崎隆介

宮崎陽介
内藤秀介

判事（総）

中村さとみ

民

判事

鈴木進介

事

判事

山崎隆介

第



【機密性2】

み
介
介
介
介

燗悟

』
僧
仙
司
窄
捗
而
個
α
求
揃

］
鯛
記
都
所
等
確
関
他
に
証
ｆ

』
定
登
災
舶
濁
易
裁
の
前
‐
陸

‐
侍
仮
睡
沿
油
弼
仲
そ
起
件
幸

祠唾毒

夢1午（訴えの五

処収集処分事
牛及び共助事化

ｊ
ｊ
ｊ

総
特
兼

く
く
く

…部総括裁判官

…特例判事補

…兼補裁判官又は兼務配置裁判官

民
事
第
五
部

判事（総）

間 史恵

判事

鈴木秀雄

判事

三島聖子

判事（兼）
山崎隆介

判事補

片岡甲斐

(法定合繊事件）

(1)控訴事件
(2)建築請負及び工事請負に関する

１
１
侶
胤

控翫事件（請求原因又は抗弁で
暇疵の主張のある事件に限る。 ）

丑 第一部の(3)及び(4)と同じ

(法定合繊事件を除くその余の事件）

⑤
⑥
例
⑧
⑨
側
伽
側
側

主

｝

第一部の(5)から(7)までと
同じ

第一部の(8)から側までと
同じ

M訴えの提起前における証拠収集
処分事件

側証拠保全事件

⑱共助事件

⑰建築請負及び工事請負に関する
事件（請求原因又は抗弁で暇疵
の主張のある事件に限る。 ）

60分の10

全部

各4分の1

各18分の5

各4分の1

4分の1

4分の1

4分の1

全 部

合議事件

間
鈴
三
片

木
島
岡

単独事件

間
鈴
三
山

木
島
崎

史恵

秀雄

聖子

甲斐

史恵

秀雄
聖子

隆介

木

月・金

(臨時）

水

金
金
金

●
●
●

火
火
火
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機密性2

(別表第2）
令和4年度千葉地方裁判所刑事部の裁判官の配置及び裁判事務の分配等

1 合議事件及びこれに準じて分配する事19

1 法定合議事件（2の事件を除く。 ）の9
分の2

2 裁判員裁判対象事件の9分の2

3 刑事訴訟法第262条の付審判請求事糾
の9分の2

4 次の事件の9分の2

(1) 刑事訴訟法第429条の準抗告事件

（2） 組織的犯罪処罰法第52条第2項の
不服申立事件

（3） 麻薬特例法第19条第4項及び第2
0条第3項により組織的犯罪処罰法第
52条第2項の例によるとされた不服
南古童准l皇

弓 N計 羽

組織的犯罪処罰法第62条第1項の

雰査請求事件

麻薬特例法第23条により組織的犯
据処罰法第62条第1項の例によると
された審査請求事件

裁判員の参加する刑事裁判に関する
去律第3条第1項に基づく除外決定諾
技等事件，同法第35条第1項，第4
2条第1項又は第94条第1項に基づ
く異議申立事件及び同法第41条第2
頁又は同法第43条第2項に基づく裁
凹1昌竪鯉拝請求婆事件

ご崎羽

除
割

５
５

7 その他法令により合議体で処遇

件の9分の2

8 医療観察法第72条第1項の刀
件及び同法第73条第1項の異爵
17〕q埼斗〃ﾌク

藝独事件及ひ

公安労働関係

1以外の単独

その他判事の
窮1及び第3
74斗の貝

尹1牛早3出争1午

岡部

安永 ‘僧

事件片岡遥
の佐々木

宮崎拶

部 裁判官の配置 裁判事務の分配及び割合 担当裁判官 開廷日等
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機密性2

ての池の學1午

次の事件ごとに

医療観察法穿
雷⑨巨冬ﾉnM刃

の各9分のZ

3条第1項の昨
n圖冬ｲ11大寸・ぴ

$ノ 熱1丁3閨~TP取泪冒胃不畢1千

4） 起訴前の証拠調事件・証拠保全事件岡部

5） 共助事件（組織的犯罪処罰法第6章安永催
及び麻薬特例法第6章の国際共助事件 佐々木
を除く。 ） 宮崎＃

6） 刑事訴訟法第430条の準抗告事件

7） 刑事訴訟法第187条の2の不起訴
被疑者の訴訟費用請求事件

8） 検察審査会の起訴議決に係る事件に
ついて公訴の提起及びその維持に当た
る弁護士の指定に関する事件

9） その他裁判官の権限により処理すべ
き事件（第1，第2並びに上調1汲び
(2)に掲げた*､のを除く‐ ）

刑
事
第
二
部

判事（総）

安藤範樹

判事

中尾佳久

判事

大槻友紀

判事

小林麻子

判事

岩崎貴彦

判事補

山田明日香

判事補

石田太郎

１
２
３

第
第
第 ｝ 第一部の第1から第3までと同じ 範樹

佳久

友紀

麻子

貴彦

明日香

太郎

範樹

佳久

友紀

麻子

貴彦

合議事件

安藤

中尾

大槻

小林

岩崎

山田

石田

単独事件

安藤

中尾

大槻

小林

岩崎

医療観察法上の
判事の権限で処
理すべき事件
(裁判官の合議
体で行う審理を

除く｡）

安藤範樹

中尾佳久

小林麻子

岩崎貴彦

月～金

月～金

月～金

月～金

月～金

月～金

随時

随時

随時

随時



、

機密性2

’ ’
1 合議事件及びこれに準じて分眉

1 法定合議事件（2の事件を除‘
分の1

2 裁判員裁判対象事件の9分の：

3 刑事訴訟法第26．2条の付審斗
の9分の1

4 次の事件の9分の1

司凶乙 諺

径子

今 u 壱

lU〃

5 除斥事件及び忌避事件の9分'

5 部において合議体で審判をす層
をした事件

7 その他法令により合議体で処遥
件の9分の1

8 医療観察法第72条第1項の可
件及び同法第73条第1項の異爵
">Q4¥"71

皐独事件及びこれに準I

公安労働関係単独事件‘

1以外の単独事件の1 4

手の仙判童の権限に上I

司
子
伸計 u 芒

刑
事
第
三
部
．

夫
巳
環
子
斗
生
作

判事（総）

佐々木一

判事

丸山哲

判事

島田

判事

国分史

判事補

飯田悠

判事補

坂井夏

判事（職代）

金子大

第1 第一部の第1と同じ

第2 単独事件及びこれに準じて分配する事件
1 公安労働関係単独事件の17分の2

2 1以外の単独事件の17分の2 （ただ
し，即決裁判手続事件を除く。 ）

3 その他判事の権限によ‘り処理すべき事件
(第1及び第3に掲げたものを除く。 ）の
17分の2

第3 第一部の第3と同じ

夫
巳
環
子
斗
生
作
夫
巳
環
子

､一

哲
史
悠
夏
大

■
一

件

軸
木
山
田
分
田
井
子
事

議
々

独

々木

哲
史

山
田
分

合
佐
丸
島
国
飯
坂
金
単
佐
丸
島
国

医療観察法上の
判事の権限で処
理すべき事件
(裁判官の合議
体で行う審理を
除く｡）

木一夫

巳
環
子

哲
史

山
田
分

々佐
丸
島
国

月～金

月～金

月～金

月～金

月～金

随時

随時

随時

随時



G

機密性2

掲げたものを陽

事件

ごと

ての胆@

次の事4 の各9ケテC

口
（裁判官の合識

体で行う審理を
陰ざ ､

(総）…部総括裁判官

(特）…特例判事補

(兼) ･j･兼補裁判官又は兼務配置裁判官

(職代）…職務代行裁判官

(代理）…代理裁判官

刑
事
第
五
部

実
裕
郎
美
基
歩

巧

判事（総）

守下

判事

友重雅

判事

佐藤哲

判事

安重育

判事補

井上寛

判事補

高橋真

第1 第一部の第1と同じ

第2 単独事件及びこれに準じて分配する事件
1 公安労働関係単独事件の17分の1

2 1以外の単独事件の17分の1 （ただ
し，即決裁判手続事件を除く。 ）

3 その他判事の権限により処理すべき事件
(第1及び第3に掲げたものを除く。 ）の
17分の1

第3 第一部の第3と同じ

実
裕
郎
美
基
歩
実
裕
郎

巧

雅
哲
育
寛
真
雅
哲

合議事件

守下

友重

佐藤

安重

井上

高橋

単独事件

守下

友重

佐藤

医療観察法上の
判事の権限で処
理すべき事件
(裁判官の合議
体で行う審理を
除く｡）

実
裕
郎
美巧

雅
哲
育

守下

友重

佐藤

安重

月～金

月～金

月～金

月～金

随時

随時

随時

随時


